
－ 1 － 

令和７年度第３回東住吉区区政会議 

 

１ 開催日時  令和８年３月 19 日（木）午後７時００分～午後７時５５分 

２ 開催場所  東住吉区役所 ３階 ３０２・３０３会議室 

３ 出席者の氏名 

  （出席委員） 

    伊藤 智美、小縣 由明、尾松 謙一、川村 学、木田 亜由巴 

    小坪 琢平、佐藤 茂忠、関本 勇義、高原 丈典、種谷 範雄 

    津野 采子、花川 義翁、丸川 正吾 

  （欠席委員） 

    石田 貴之、田村 愛子、樋口 徹、松井 智枝、山﨑 主喜 

  （市会議員） 

    人見 つよし、渕上 浩美 

  （東住吉区役所） 

    藤原区長、今西副区長、森本総務課長、重枝政策企画担当課長 

    松木区民企画課長、益田防災・安全安心担当課長、藤井窓口サービス課長 

    羽根保健福祉課長、小阪保健担当課長、七堂保健主幹 

    江原子育て支援担当課長、秋山保護課長、奥田生活支援担当課長 

４ 議題 

    １．開会 

    ２．議題 

     （１）東住吉区将来ビジョン（２０２６－２０３０）（案）について 

     （２）令和８年度運営方針（案）について 

     （３）令和８年度予算（案）について 

     （４）その他 

    ３．閉会 
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○重枝政策企画担当課長 

 皆様、こんばんは。 

 本日はお忙しいところ、夜分にもかかわらず、お集まりをいただきまして、ありがとう

ございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから東住吉区区政会議第３回の本会を始めさせていた

だきます。 

 私は区政会議の事務局を担当しております、政策企画担当課長の重枝と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず、会議の成立要件につきまして確認いたします。区政会議は条例に基づき

ます会議となっておりまして、規定により委員定数の２分の１以上の出席がなければ、成

立しないということになっております。本日は委員の定数が 18 名のところ、13 名の御出

席をいただいており、有効に成立することを御報告させていただきます。 

 続きまして、本日御出席いただいております、市会議員の皆様を御紹介させていただき

ます。 

 人見議員でございます。 

○人見市会議員 

 皆さん、こんにちは。 

 ２月８日の選挙で無投票で当選いたしました、大阪維新の会の人見と申します。このよ

うな場にちょっと初めて参加させていただきますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 何分ちょっと無投票でほとんど活動が実際１日だけだったので、ほとんど御存じない方

が大半かと思いますけれど、駒川商店街の近くにようやく事務所も構えることができまし

たので、これから引き続き、東住吉区のために頑張っていきたいと思いますので、もし何

か御相談事とかもありましたら遠慮なくお越しいただければと思います。冒頭にすいませ

ん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

○重枝政策企画担当課長 

 渕上議員でございます。 

○渕上市会議員 

 皆さん、こんばんは。 

 今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○重枝政策企画担当課長 
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 ありがとうございました。 

 それでは会議の注意事項を御説明いたします。会議は公開といたしまして、後日議事録

を公開いたしますので、録音をさせていただきます。御発言の際は必ずマイクを御使用く

ださい。発言される際は挙手をいただき、議長から指名がありましたら最初にお名前を言

っていただき、御意見を述べていただくようにお願いいたします。ウェブ参加の委員にお

かれましては、マイクをミュートにしていただきまして、御発言の際は手を挙げるアイコ

ンを押していただき、議長からの指名がございましたら、マイクをオンにしていただいて

お話をいただくようお願いいたします。 

 また、本日の会議につきましては、会議の様子を動画撮影し、議事録を公表するまでの

間、区の公式ＹｏｕＴｕｂｅにおいて配信いたしますので御理解と御協力をよろしくお願

いいたします。 

 本日の資料につきましては、事前にお送りをさせていただいておりますが、お手元にご

ざいますでしょうか。大丈夫でしょうか。もし資料がないなど何かございましたら、事務

局のほうまでお願いいたします。 

 本日の会議時間は約１時間程度予定しておりまして、午後８時までに終了したいと考え

ております。時間内で活発な意見交換が行われ、会議を効率よく進めることができますよ

う、皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、会議に先立ちまして東住吉区長の藤原より御挨拶申しあげます。 

○藤原区長 

 皆さん、こんばんは。区長の藤原でございます。 

 区政会議本年度第３回本会の開会に当たり、一言御挨拶を申しあげます。 

 皆様には、本日お忙しい中御出席いただき、また日頃は区政・市政の推進に御理解と御

協力を賜り、誠にありがとうございます。本日はお手元の次第のとおり、東住吉区将来ビ

ジョン（案）について先般実施しましたパブリックコメントの結果を御報告いたします。

あわせて、前回の会議やパブリックコメントでの御意見を踏まえ、変更した点について御

説明をいたします。 

 また、これまで皆様から頂戴してまいりました御意見を踏まえながら作成し、現在市会

で審議いただいております東住吉区の令和８年度運営方針と予算の案について御説明をさ

せていただきます。 

 これらについての今後の予定でございますが、東住吉区将来ビジョンにつきましては本
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日最終の御確認をいただき、今月末までに確定させる予定でございます。また令和８年度

予算につきましては、市会議案として今月 27 日の市会本会議で議決いただく予定であり、

これに密接に関連します運営方針もその議決を踏まえて、確定させる予定でございます。 

 そして、令和８年度運営方針と予算のいずれにつきましても、その執行段階で、事務事

業を具体的に企画立案してまいります際に本日の御意見も反映させてまいりたいというふ

うに考えております。 

 皆様には本日も忌憚のない御意見を頂戴し、活発な御議論いただきますことをお願い申

しあげまして、簡単ではございますが、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきま

す。それでは皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

○重枝政策企画担当課長 

 続きまして、出席しております区役所職員を紹介いたします。 

 時間の都合もございますので、私から名前を読み上げ、一礼させていただく形で紹介と

させていただきます。 

 改めまして、藤原区長です。 

○藤原区長 

 よろしくお願いいたします。 

○重枝政策企画担当課長 

 今西副区長です。 

○今西副区長 

 よろしくお願いします。 

○重枝政策企画担当課長 

 森本総務課長です。 

○森本総務課長 

 よろしくお願いいたします。 

○重枝政策企画担当課長 

 松木区民企画課長です。 

○松木区民企画課長 

 よろしくお願いします。 

○重枝政策企画担当課長 

 益田防災・安全安心担当課長です。 
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○益田防災・安全安心担当課長 

 よろしくお願いします。 

○重枝政策企画担当課長 

 藤井窓口サービス課長です。 

○藤井窓口サービス課長 

 よろしくお願いいたします。 

○重枝政策企画担当課長 

 羽根保健福祉課長です。 

○羽根保健福祉課長 

 よろしくお願いします。 

○重枝政策企画担当課長 

 小阪保健担当課長です。 

○小阪保健担当課長 

 よろしくお願いいたします。 

○重枝政策企画担当課長 

 七堂保健主幹です。 

○七堂保健主幹 

 よろしくお願いします。 

○重枝政策企画担当課長 

 江原子育て支援担当課長です。 

○江原子育て支援担当課長 

 よろしくお願いします。 

○重枝政策企画担当課長 

 秋山保護課長です。 

○秋山保護課長 

 よろしくお願いします。 

○重枝政策企画担当課長 

 奥田生活支援担当課長です。 

○奥田生活支援担当課長 

 よろしくお願いします。 
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○重枝政策企画担当課長 

 最後に、政策企画担当の重枝です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは議題に入らせていただきます。 

 以降の議事進行を丸川議長、よろしくお願いいたします。 

○丸川議長 

 皆様、こんばんは。よろしくお願いいたします。 

 皆さん、もう年度末であと一週間とちょっとというようなところでございました。いろ

いろとお忙しいところではあるかなと思いますけれども、円滑な議事進行を務めてまいり

ますので皆様御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは議事に入ります。議題１ですね。東住吉区将来ビジョンについて事務局から説

明をお願いいたします。 

○重枝政策企画担当課長 

 それでは私のほうから御説明を申しあげます。 

 お手元には資料１として将来ビジョンの本文と資料編及び概要編を、資料２といたしま

してパブリックコメントの実施結果の概要をお配りしてございます。まず、資料の２のほ

うから御説明をさせていただきたいと思います。 

 次期東住吉区将来ビジョンにつきましては、１月の区政会議で概要を御説明させていた

だいた後、１月 22 日から２月 24 日まで資料に記載しておりますとおり、パブリックコメ

ントの手続を行いました。 

 結果ですが、２名の方から計６件の御意見を頂戴してございます。６件の内容ですが、

２ページ目の東住吉区将来ビジョンに対する御意見と東住吉区の考え方という１枚の表に

まとめさせていただいてございます。 

 このうち、上から２つ目の２－１というナンバーがある項目ですけれど、資料編９ペー

ジにつきまして、生活保護受給データだけではなく障がい者手帳の登録者数や要介護３以

上の認定者数なども掲載して福祉の現状を多面的に示してはどうかといった御意見がござ

いました。この意見につきましては、右の東住吉区の考え方にございますように、御意見

の趣旨を踏まえまして資料編に要介護者認定者数の推移等についての資料を追記するとい

うことをさせていただきまして、資料編の 12 ページのほうに追加をさせていただいた次

第でございます。 

 残りの項目につきましては、事業の実施に当たっての参考ということで取り扱わせてい
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ただくということとしてございます。 

 パブリックコメントに関する報告は以上でございまして、また１月の区政会議でいただ

きました意見や本市内部での確認も行いまして、幾つかの資料の修正や追加を行ってござ

います。主な点ですけれど、資料１の本編のほうにつきましては、ページ 31 以降の５つ

の柱の説明におきまして、それぞれの柱に視点という項目を設けておるんですが、この視

点の書き方が何々のまちとか何々をめざすとか揺れがございましたので、これにつきまし

ては、５つの柱全てにつきまして何々のまちというふうな形で語尾をそろえるような統一

を図ってございます。 

 また資料編につきましては、先ほどの要介護者数の修正に加えまして、22 ページのと

ころで区内の交通機関の利用者数を記載しているページでございますけれど、東住吉区民

も多く利用しておりますＪＲ阪和線の駅を追加させていただきました。 

 また概要編につきましては、ちょっと色合いが明るかったこともありまして、色合いの

トーンを落として、見やすいように配慮をさせていただいてございます。 

 この間、多くの貴重な意見を頂戴いたしまして、新たなビジョンを作成してまいりまし

た。改めて感謝を申しあげます。 

 この内容につきましては、早ければ週明けの３月 24 日にでもホームページに公表させ

ていただければというふうに考えてございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 すいません。御意見の中で、変更点をちょっと分かるようにしておいてくれたら全部見

なくてよかったのにっていう御意見も頂戴してまして、また今後の会議のときにこういっ

た前後の変更の資料をお配りする際にはなるだけ分かりやすく対応してまいりたいと思っ

てございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○丸川議長 

 ありがとうございました。 

 私も仕事でこういうビジョンを作ったりすることがありますけど、多くの人が見やすく

なるように色を落としたという話もあったかと思います。視覚的に見やすい人はそうなん

ですけど、そうじゃない人とかもいると、多様な人に見てもらうというときの配慮という

のは大変重要だなと思いました。 

 これから、事前に御質問いただいていた方からお話しいただきますけれども、その後挙

手で何かあればというふうに行きますので、今考えていただいても全然構いませんので、
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そのような形で進めさせていただければと思っております。 

 少し皆さんに考えていただく時間を取るために私からなんですけれども、パブコメとい

って、資料の２のところで、こういう意見がありましたというような御説明があったと思

います。２名で６件でしたかね、意見として６件の意見があったというようなところで、

語弊を恐れずに言うとちょっと寂しいですねというふう思いました。ただ、今、私その仕

事をしている中で、ＡＩに打ち込ませて、これの課題を挙げよって言って、それをそのま

まペーストしてくるっていうようなことがあって、それですごくいっぱい意見があるって

いうのもそれはそれで大変だなと思うところもあります。そういった意味では今後、今回

はそのパブコメっていうようなところが、まだもう少し区民に伝えてなかったというとこ

ろもありますけど、ビジョンの内容をどうやって共有していくか、区民の皆さんとか、あ

るいは職員の皆さんと協力していくかというところが大事かなというふうに感じます。事

務局、どのようにお感じでしょうかというところからよろしくお願いします。 

○重枝政策企画担当課長 

 ありがとうございます。 

 どういうふうに共有していくかという点についてでございます。まず、策定いたします

と、ホームページに掲載することになるのですが、区内の全世帯に配布しております、東

住吉区の広報紙なでしこの４月号におきまして、次期将来ビジョンの記事も設けてござい

まして策定したことに合わせまして、この５つの柱については分かりやすくお示しをした

いと考えています。 

 また、庁舎内でもビジョンに関する掲示を行うとともに総務課や出張所でも閲覧できる

ように対応してまいりたいと考えてございます。また区の職員に対しましても、策定時に

ビジョンの概要を周知するとともに、毎年度、職員研修を行ってございますので、来年度

にも研修のほうで説明するなど、職員に対する浸透のほうも図ってまいりたいと考えてご

ざいます。 

 こういった取組でなるだけ皆様のほうに伝わりやすくするように進めてまいりたいと考

えてございます。 

 以上でございます。 

○丸川議長 

 ありがとうございました。 

 そうしましたら、次、事前にいただいている方で津野委員からいただいておりまして、
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子育てのまちというようなところとか、命の授業というようなところのあたりで御質問と

いうか御意見をいただいているかなというふうに思います。津野委員、よろしくお願いい

たします。 

○津野委員 

 津野です。よろしくお願いします。 

 子どもさんがやっぱり多くって、この街自体も私たちも、私もシングルマザーですけど、

同級生とかもやっぱり一人になって子育てするのに困って、ここに帰ってくるっていう人

間が物すごく多いっていうのはちょっと前のときにお話しさせてもらったのですが、その

中ですごくびっくりしたのが私は高齢者の仕事に関わってるんですけども、脳梗塞とかが

んとか心臓、肺、老衰というのが死因の１位あたりをうろうろしてるんですけど、子ども

の死因の１位っていうのが自殺っていうところがあって。今回、実は区政会議に立候補さ

せていただいたのは私自身もがん患者でもあるので、がんの外部講師ということとプラス

そこから学んだ折れない心を育てる命の授業って言いまして、子どもが何か解決できない

大きな苦しみがあったとしても穏やかでいられるような心の持ち方をお話ししていくって

いう役割を今、ほかの他区にもやってますし、大阪市内結構いろんなところに行かせても

らったりもあったんですけど。もしよかったらこのビジョンの中で出てくる子育てという

ことの一つに、お子さんに向けて例えば小学校５年生に毎年必ずするとか、中１になった

らやるとかいうような形で組み込んでいただけたらどうかなというふうに思いまして、御

意見させてもらいました。 

○重枝政策企画担当課長 

 子育て支援担当課長から回答いたします。 

○江原子育て支援担当課長 

 子育て支援担当課長の江原です。よろしくお願いします。 

 津野委員がおっしゃられるように子どもの自死が死因の１位となって、改めて見させて

いただいたんですが、非常にそのとおりございまして、本当に誠に痛ましいことだと思っ

ております。そういうこともあったとは思うんですが、現在ですね、大阪市立の学校にお

きましては、毎年５月の大型連休明けの最初の月曜日に児童生徒及び教職員がいじめも含

めたいじめ及び命について考える機会を持つこととなっておりまして、現在も各校の実情

に応じて、例えば校長講話などはじめとしまして様々な取組を行っているところではござ

います。 
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 本当に御提案の件につきましては、既に各学校で様々な取組が行われておりますけれど

も、区と校長会、定期的にお会いする場がございますのでね、区内にも津野委員のような

命に関する講話をしていただける方がいらっしゃるということを御紹介させていただけた

らなと思っております。 

 以上でございます。 

○丸川議長 

 ありがとうございます。 

 あとは、事前にいただいているのは１件で本日御欠席なんですが、田村委員からいただ

いておりまして、これのビジョンの中で、便利さを感じられるまちづくりというのもある

と。その中でコンビニ交付、いろんな証明書とかコンビニで出せるというのがあって、そ

れの利用促進をしようという話があるんだけれども、その高齢社会の中でなかなかそこま

でたどり着くっていうようなところに、まだ道が遠いんじゃないかと、じゃあどうやって

便利だという実感のところまで行くのかっていうような、少し省略というか、まとめては

いますけれども、そういった御意見がありまして、事務局にお願いします。 

○重枝政策企画担当課長 

 ありがとうございます。 

 御意見のとおり、やっぱり使っていただいて、便利さは実感していただくということが

大事かなと思っておりますので、書いていただいてますそのコンビニ交付でございますと

か、電子的なシステムも含めまして、区役所としても分かりやすい周知にも取り組んでい

ければというふうには考えております。よろしくお願いいたします。 

○丸川議長 

 ということで、オンラインの小縣委員も含めて、ここから先は何も予定されてないとこ

ろではあるんですが、ぜひ御発言して、何か聞いてみたいとか御意見があるとかっていう

方がいたら挙手をしていただいていければと思いますが、いかがでしょうか。ちょっと時

間置かせていただきます。 

 どうぞ、よろしくお願いします。 

○津野委員 

 すみません。先ほど御回答いただいたのに、ごめんなさい。一応どんな活動をするかと

いうことを持ってきた冊子もあるのでまた後で見ていただけたらなと思うのですが、命が

ただ単に大事だよって言ってるのではなくて、もちろんいじめのことも触れてますし、何
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か本当に苦しいことがあって、もう自分はこの世に必要ないんじゃないかなっていう子ど

もが一人でも減るようにと思って活動しているので、大阪市の教育委員会が推薦してくれ

て、大阪市内いろんなとこに行かせていただいたので、もしよかったら中身見ていただけ

たらなと思います。 

○丸川議長 

 ぜひ帰りにパンフレット、私も持って帰ろうかなと思います。よろしくお願いします。 

 何かビジョンについて御意見がある方、積極的に御発言いただければと思いますが、い

かがでしょうか。 

 もう年度末でほぼ出来上がっているっていうところもありつつ、あとはどうこれを実行

にいくかっていうようなところも、この会議の中で見ていけたらなというふうに思います

けれども、特になければ次に行こうかなと思います。 

 この将来ビジョン、今のところパブコメを経て、案という形になっておりますけれども、

先ほど事務局からも御説明がありましたようにこの間の議論を踏まえて作成しておりまし

て、特段意見がなければこの区政会議としては、この内容で成案としていただくというふ

うなことでお願いをしたいと思います。 

 ぜひここだけは言っておきたいっていうのがなければこの区政会議として成案としよう

と思いますが、よろしいでしょうか。大丈夫そうでしょうか。意見のある方はぜひ言って

ください。大丈夫でしょうか。 

 どうぞ。 

○関本委員 

 意見というか、感想というか、僕も仕事で社会的養護の子どもたち、虐待とかで家とか

地域から分離される子どもたちを見てるのですけども、ビジョンの中でやっぱ子どもたち

を育てるまちづくりということでここをしていこうと、その子どもたちの背景を見てると

地域からおうちが孤立して虐待に至って分離されるみたいなところで、やっぱりこの地域

づくりをどうするか、すごい大切やなと思うんですけども。本当に地域でボランティアさ

んとか支えてくださる人もいてるけど、なかなか高齢化になってきて、次の世代にどう渡

していくかいうところで、今ＰＴＡとかやりながら感じてることなんですけど、みんな大

変そうとか、なんかそういうイメージってすごいあって、ここら辺の情報とか機会をどう

つくっていくか、そこに触れるとまた次の層の人たちが生まれるんかなと。ここが結構、

課題やなというふうには思いました。 
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 以上です。 

○丸川議長 

 御感想というか、そういうようなところかなと思います。受け止めたいと思います。 

 ほか、ないでしょうか。いいでしょうか。 

 特になければ、御意見がないようでしたら、区政会議としては、本内容を成案すること

を確認させていただきます。今後は本ビジョンに基づいて取組を進められると思いますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。 

 それではですね、議題２「令和８年度運営方針（案）」につきまして事務局から御説明

をお願いいたします。 

○重枝政策企画担当課長 

 それでは引き続き、私から議題２の説明ということで、資料３に令和８年度の運営方針

（案）をお配りさせていただいてございます。 

 基本的には素案と変更はございません。運営方針につきましては、単年度のアクション

プランということで、毎年度策定を行っております。前回の区政会議でも評価指標を中心

に御意見を頂戴しました。 

 特に目標３－２の「地域福祉サポート事業」につきまして、その評価指標をその地域活

動協議会のほうで判断をするということにつきまして、その身内で身内を評価していると

いうような御意見もございましたが、なかなか新たな指標設定にはちょっとまだ至ってご

ざいませんでして、令和８年度につきましては前回の区政会議で説明いたしました指標と

同じ内容でいきたいと考えてございます。また９年度以降の指標の設定につきましては、

引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 この運営方針につきましては、現在開会中の市会におけます令和８年度予算の審議状況

も踏まえまして最終的には区長において策定をすることになってございます。 

 簡単ですけど、ご説明につきましては以上でございます。 

○丸川議長 

 ありがとうございました。 

 このビジョンが基にあって、令和８年度来年度こういうふうな方針でやっていきますっ

ていう案を前と変わってはないんですけれども、改めて御説明いただいたところでありま

す。 

 今の説明について何か御意見とか御質問とかあれば言っていただきたいと思いますが、
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よろしいでしょうか、いかがでしょうか。本題のほうも見ておりますので、ぜひ何かあり

ましたらお願いします。 

 特になければ、それではこの内容で進めていただきたいと存じます。 

 それではですね、議題３なんですが、令和８年度予算の案と、こういう方針でやります

というのがあって、こういう予算もやりますというところがありますけれども、こちら事

務局から説明をお願いいたします。 

○森本総務課長 

 総務課長の森本です。 

 令和８年度東住吉区関連予算案の概要について御説明いたします。 

 資料４を御覧ください。 

 まず、項目番号１の予算編成に係る考え方のところですが、先ほど御説明申し上げまし

た東住吉区将来ビジョン（２０２６―２０３０）に掲げております、東住吉区の将来像、

「誰もが、ずっと住みたくなるまち」の実現に向け、区民一人一人の人権が尊重される社

会の実現を基本に「みんなで子どもを育てるまちづくり」、「みんなが健康で安心して暮

らせるまちづくり」、「みんなでつながり・支え合うまちづくり」の実現に向けて取り組

むこととしております。 

 次に、項目番号２のところを御覧いただきますと、下の表のところですが、令和８年度

の東住吉区の予算ですが、全体で、12 億 6,413万 7,000円となってございます。内訳です

が、区長自由経費が６億 6,487 万円でこちらは区長の裁量の下、区役所が実施する事業の

経費となってございます。また、区シティ・マネージャー自由経費が５億 9,926 万 7,000

円で、こちらの予算ですが、例えば道路の維持管理や公園整備など大阪市の各局等が実施

主体の事業経費のうち東住吉区の区域を対象としたものにつきまして、区長が区シティ・

マネージャーとして指示を行い、実施することとなっているものでございます。 

 資料の裏面、２枚目に移っていただきまして、項目番号３の表のところでは当区が重点

的に取り組む事業として、区長自由経費のうち主なものを載せております。 

 簡単に御紹介させていただきますと、まず１つ目が今回拡充事業として掲げております、

大規模災害時における医療救護体制の構築で予算額として 492 万 3,000 円になってござい

ます。大規模災害時において、一人でも多くの方の命を救えるよう区役所と関係団体が連

携した医療救護体制を構築してまいります。 

 ２つ目でございますが、東住吉区まちづくりビジョン推進事業で予算額 1,646 万 5,000
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円になってございます。まちづくりビジョンでお示ししています、暮らしの在り方の実現

に向けて取り組むもので、針中野駅、駒川中野駅、長居公園エリアでは地域活性化に向け

て公民連携の取組を進めてまいります。また矢田エリアでは、地域の魅力を発信するため

のイベント開催や情報発信などエリア価値の向上に向けた取組を進めてまいります。 

 次に３つ目ですが、防災力向上事業で予算額として 653 万 7,000 円となってございます。

区民の皆さんの防災意識の向上と地域防災力の向上に取り組んでまいります。また、避難

所ＱＯＬの向上に向けまして、避難所備品の充実等も進めてまいります。 

 ４つ目ですが、養育者の孤立化や育児不安を軽減し、妊娠期から幼児期までの切れ目の

ない支援を行える体制を整備する「出産育児総合サポート事業」です。予算額 584 万

3,000 円となってございます。 

 最後、５つ目が未就学児を対象とした訪問や面談を通じて療育状況を把握し、支援を要

する場合には関係先につないでいく「未就学児のための子育て支援事業」で予算額 555 万

1,000 円となってございます。 

 主な取組として御紹介するのは以上でございますが、資料５に、今御紹介しました取組

を含みます、区長自由経費で実施する事業の一覧をとりまとめております。 

 １枚目、２枚目、表裏にわたっていろいろ事業があるんですが、裏面、２枚目の下から

２行目のところに区まちづくり推進費の計という行があり、そこの一番右のところを御覧

いただきますと、増減額の欄になっているのですが、令和７年度の当初予算４億 6,000 万

円に対して令和８年度は６億 6,000 万ということで差し引き、来年度は今年度に比べて２

億 452 万円多くなっております。増額になったものにつきましては、人件費の高騰でした

り、新しく委託を行う必要がある事業についての増額などがございます。２億と大きく増

えてますので主に増えた項目を３つほど御紹介させていただきますと、１つが通し番号の

42 番というところを御覧いただきますと、庁舎維持管理費というところがございます。

ここが１億 569 万 3,000 円の増ということになっておりますが、ここにつきましては区南

部にございます、元矢田出張所の解体費用を計上したため大幅に増えている形になってお

ります。 

 また通し番号 48 のとこを御覧いただきますと、国産木材を活用した区役所庁舎整備事

業ということで、こちらも今年度ゼロでしたが、来年度、2,702 万ほど計上しております。

これは国の森林環境譲与税という財源を活用しまして、木質感のある庁舎スペースを整備

していくということで、令和６年度に窓口サービス課で実施した事業を令和８年度にまた
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別の課で展開しようということで、予算計上しているところでございます。 

 最後、通し番号 39 番の事業ですが、住民情報業務等委託経費ということで、こちらも

今年度に比べて 2,670 万円の増ということになってます。窓口委託業務が来年度契約更新

の時期に当たっておりまして、新たな単価で契約するというところで、昨今の人件費の高

騰も反映し増額となっている状況でございます。 

 以上が大きく増えた事業の紹介となります。 

 それから、逆に減額になっている事業もございますが、減額になったものにつきまして

は、事業内容の見直しを行ったものに加え、例えば令和７年度の契約額を参考にしまして、

より実勢価格に近づけて８年度の予算要求を行って減額しているものでしたり、あるいは

令和７年度に購入する必要があった機器や備品などについて、８年度は購入する必要がな

くなったものなどがございます。 

 御説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○丸川議長 

 ありがとうございました。 

 ビジョンがあって、方針があって、来年度の予算がこうなっています、重点的に取り組

む事業っていうのでこういうふうになっています、増えたものと減ったものがありますと。

皆さんも感じてらっしゃると思いますけど、物価とか人件費とかっていうのが高騰する中

で上がらざるを得ないっていうようなものもありつつ、例えばこのビジョンを推進します

っていうようなものっていうのは、あっちについているというような状況かなと聞いてて

思いました。 

 今の説明について御意見はございますでしょうか。どなたでも結構ですので、挙手をい

ただいて御質問、御意見いただければなと思います。いかがでしょうか。 

○木田委員 

 木田です。御説明ありがとうございました。 

 庁舎の維持管理費について、何となく思ったんですけど、元矢田出張所を解体する費用

があるから増額したという説明だったとは思うんですけれど、もしその解体の費用を除い

た場合だったら、前年度比だったらどれくらい増えたとか、そういうところを教えていた

だければ助かります。 

○森本総務課長 

 御質問ありがとうございます。 
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 実はこの増額部分がほぼ全て解体費用ということになりますので、それ以外の部分につ

いては、ほぼ増減はございません。 

○丸川議長 

 とても分かりやすいかなと思います。 

 ほか何か御意見、御感想、この予算、何か御意見があれば、いかがでしょうか。 

 一応、私、進行台本みたいなのあるって言えばあるんですけど、大変皆さんの御協力の

おかげでいい感じに進んでおります。でも、そういう意味では遠慮なく、一番最初に言い

ましたけれども、御意見あれば、遠慮なく御発言いただいて構いませんので、ここの予算

のここが分からないんだけど、これ言ったら恥ずかしいとか全くないのでおっしゃってい

ただければと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、特になければ、この内容で進めていただきたいというふうに存じます。 

 それではですね、最後に議題４「その他」について事務局からお願いいたします。 

○重枝政策企画担当課長 

 それでは、その他につきまして私のほうからまず令和８年度のこの区政会議の予定とい

いますか、進め方につきまして御説明を申しあげます。 

 お手元の資料６ですね、縦の紙で令和８年度の区政会議の進め方についてというふうに

記載しております資料についてでございます。 

 区政会議ですね、本会と部会に分かれてございます。今日のような本会につきましては、

今年度は委員さんの改選もちょっとございましたので３回開催したんですけれど、今のと

ころ令和８年度は６月に第１回ということで、令和７年度の運営方針の評価の振り返りと、

それから２月に第２回ということで今日と同じように運営方針になりますとか来年度の予

算についての御意見をいただく場を設けたいと考えてございます。 

 また新しい委員の皆様に参加いただいてない部会の関係でございます。令和８年度につ

きましては、東住吉区におきまして地域福祉計画というものを策定する予定になってござ

います。これにつきまして、それぞれの部会のほうで御意見をいただきながら策定をして

まいりたいと考えてございまして、意見交換を３回ほど開催したいと思ってございまして、

大体６月から７月ぐらいに第１回、６月から 10 月ぐらいに第２回、そして 12 月に第３回

これについては合同開催にしてもいいのかなとか思ってもおるんですが、そういった形で

御意見をいただく場を設けてまいりたいと考えてございます。 

 特段記載しておりませんが、まちづくりビジョン部会についてでございますけれど、こ



－ 17 － 

の部会、案件の発生時期とか検討のタイミングが一定ではございませんので、定例でいつ

やろうとかいうことはまだ決めてございませんけれど、案件に応じてまた開催する場合は

事前に日程のほうは調整をさせていただければと考えてございます。 

 まだ予定でございますので、若干前後することもあるかも分かりませんが、来年度はこ

ういった形で進めてまいりたいと考えてございます。開催日程につきましては、いろいろ

調整をお願いしたいと思ってございますし、また各回の御意見や資料の確認等にも御協力

をお願いしたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 次に、アンケートの関係についてでございます。まず、今回の会議開催に当たる事前の

アンケートをお願いいたしまして、その中で開始時間について、私どものほうからお伺い

をさせていただきました。これですね、区政会議も夜間の開催ということで終了時間が遅

くなりますと皆様方にも御負担をおかけするというふうに認識してございまして、私ども

としましてもなるだけ８時までには終われるようにできればと考えておりまして、開催時

間につきましての御意向のアンケートをお願いしたところでございます。まだ全ての方に

お出しいただいているわけではないんですけど、現時点でいただいている範囲では 19 時

からやってほしいという要望がちょっと多いのかなと思ってございます。まだ御回答いた

だいてない委員の皆様、もしよろしければ、また後日でも結構ですので、お送りをいただ

ければと思っております。いただきました回答を踏まえまして、なるだけ効率的な会議運

営を行えるように進めてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 また、前回の区政会議のアンケートに事後でも意見できますかっていうようなちょっと

御質問がございまして、会議の事後で御意見いただきますとちょっと議事録に載せるとか

そういったことはなかなか難しいところではあるんですが、また後でも気になることがご

ざいましたら、私ども担当のほうに御連絡いただきましたら個別に対応させていただきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 最後に、毎回また今回もアンケートをお願いしてございますので、御協力のほどよろし

くお願いいたします。 

 私のほうからは以上でございます。 

○丸川議長 

 ありがとうございました。 

 今のその他、議事のところのその他についてですけれども、説明について何か御意見等

ありますでしょうか。 
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 私も今３歳ともうちょっとで１歳になりますけど、子どもを風呂に入れてからここに来

てみたいなところがありますけれども、そういう意味で皆さん事前に意見いただいたりと

かいうのも会議が早く進行するっていうところもあって、なるべく今日来ていらっしゃる

方にも発言するような機会っていうのは絶対取りたいなっていうふうには思っております

が、ちょっとそれは置いておいて、何か今、その他のところについて、何か御意見ある方、

大丈夫そうでしょうか。全体を通じて、今ここで言っておきたい、蒸し返していただいて

も全然構いませんけれども、何か言っておきたいというようなことがございますでしょう

か。ないでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議題は以上となります。 

 本日、市会議員の皆様に御出席いただいておりますので人見議員から渕上議員の順番で

一言ずつ言っていただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

○人見市会議員 

 ありがとうございます。 

 貴重なお時間本当にありがとうございます。 

 参加させていただいて、大変有意義な時間になったと思います。私は本当に２月に議員

になったばっかりで今ちょうど新年度予算の審議をまさにやってきまして、ＹｏｕＴｕｂ

ｅなんかに大阪市会の中継の動画とかもあるので、ぜひ御覧になって、一度御覧になって

いただければいいかなと思うんですけれども、やはり私も入ったばっかりでちょっと驚い

たんですけど、大阪市の予算って本当に膨大で今回の東住吉区の予算の説明ですけども、

大阪市全体では２兆 1,000 億を超える一般会計の予算というのがあって、私も実際それを

目にして、質疑をしたり、勉強会をしていく中でどれをどう突っ込んだらいいのか全くや

はり分からないんですね。どういった目線でということで、やっぱり皆さんのように私も

その市民ですけれども、やっぱ市民目線でしっかりと予算を見て税金の使いみちっていう

のをどう使っていくか、私たちにどう還元されてるのかという目線で見ることがやはり一

番大事だなというふうに思ってます。今回私も質疑とかいろいろさせていただきましたけ

れども、今日もこのような資料を見て、多分、皆さんも私と同じような感覚だと思うんで

すけど、非常に膨大な事業なのでどっからどう話を聞いていいか分からないっていうとこ

ろもあるかと思うんですが、ただ一つやっぱ思いますのは皆さんの目線がすごく行政にと

っては大事です。ちょっとした疑問があるかと思うんですけれども、今日も何人かの委員
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の方が御発言されましたけれども、やっぱそういった疑問なり、目線っていうのをやはり

吸い上げて行政に反映していくっていうということが、今この多岐にわたる行政の中で非

常に大事だと思いますので、私自身もそこの部分を本当に持って、税金の使いみちはどう

なのかという目線でしっかりと取り組んでまいりたいなというふうに、今日改めて区政会

議に参加して思いました。 

 区長はじめですね、東住吉区のこの区長・マネジメント予算っていうのは非常に、一応

確保はされてるんですけれども、総務課長から一応事前に聞いていた中でやはり使いみち

がもうある程度決まっている中で、本当に自由に使えるお金ってなかなかやはり限度があ

るというところもありますので、そういった部分も私はもう議員としてなりましたので本

当にこの区長のマネジメント、自由経費っていうのが本当にこれで果たして自由と言える

のかどうかというところもあるかと思うので、そういった目線でも今後、私議員としては

しっかりと見ていきたいなというふうに思いました。本当に今日はどうもありがとうござ

いました。 

○丸川議長 

 それでは渕上議員、よろしくお願いします。 

○渕上市会議員 

 皆さん、お疲れさまでした。花粉症なのでマスクしたままに話させていただきます。 

 どれから言おうかなと思ったんですけど、皆さん、この 28 ページ開けてもらってもい

いですか。人見議員と一緒で私も大阪市の予算のほうで関わっているんですけども、ちょ

っと区となると本当におっしゃるとおりに限られた財政の中でこれ運営していくんですけ

れども、私も大阪市会議員、この東住吉から皆さんに選んでいただいた議員として、ちょ

っとここ皆さんと一緒に課題を考えていきたいなというところも踏まえて、ちょっとお話

をさせていただければなと思います。 

 まずですね、子育てのところ、オレンジであると思うんですけれども、東住吉区には小

規模校があります。はっきり言いますけど、湯里小学校、非常に今困ってます。単学級で

あり、今年度も来年度も十数名の入学者、一方で南百済小学校はマンモス校になっていっ

てると。こういう問題もやっぱりこの子育てという学習の中で考えていかなきゃいけない

地域の課題になってくると私は思っていますということで、皆さんも一緒にこういう問題

を今後考えていっていただきたいなというふうに思います。 

 それから、日本語が大変な子どもが増えていってます。先日も江原課長にもちょっと別
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件で電話したんですけども、ある学校のＰＴＡの会長からポケトークが足りないというふ

うに言われておりまして、大阪市会としましては教育委員会のほうで大分お金をつぎ込ん

でおりますが、足りない状況っていうのも何とか地域で賄えるものは一緒に頑張っていき

たいなっていうふうに思っているところでございます。 

 それから、これ木の活用がありましたけど、東住吉図書館、私は図書室やと言ってるん

ですけども、図書館のほうでも木の何かできないんですかね。実は 24 区の中で東住吉図

書館は結構トップ５ぐらい借りられてるところなのに本がなかなか来なかったり、いろい

ろ問題があるというふうに聞いているので、市のほうでは結構言ってるんですけども、な

んせあんまり取り扱ってもらえないので、みんなで声を上げて子育ても、やっぱり絵本っ

ていうのは大切だと思いますし、あとシニアの方々が寄り添うところでもあると思うので、

私そういうところも大切に区として、大阪市として区としてやっていきたいなというふう

に思います。で、その図書館はやっぱり、充実させるというのは住みやすいまちでもある

というふうに思いますし、せっかく 24 区の中で一番、一番じゃないけれども、すごく狭

い割には、あえて言いますよ、狭い割にはすごく借りられている図書館って意味があると

思っているので、ちょっとその辺のところを今後の将来ビジョンのところで皆さんで一緒

に考えていきたいなというふうに思ってます。 

 それから私が一番ありがたいのは、この大規模災害時における医療体制ですよね、医療

救護体制、これ本当に予算たくさんつけてくださってありがとうございます。いつ起こる

か分からない南海トラフ地震に関して私たちは目の前の危機として動いていかなきゃいけ

ないと思いますので、本当にこの取組ありがとうございます。 

 最後に、先日私は都市経済委員会で先週質疑をしました。その中で、北の梅田のグラン

フロントはすごい投資開発がありますよねと。で、淀川から上の淀川区、西淀川区とかあ

の辺は新大阪で開発されていきます、これから。で、東は森ノ宮めちゃめちゃ開発されて

いきます。西はベイエリアでＩＲだ何だって言って開発されていきます。南は難波、心斎

橋ですよね、そこは観光客来ますやん。お金はチャリンチャリンと落ちます。天王寺はて

んしばはきれいにしてくれはりましたけど、天王寺から南側ですよね、平野区、東住吉区、

住吉区、住之江区、何の投資もしてもらってません。で、同じ市民税を払っているのにお

かしいということをはっきり言いました。で、いまざとライナーっていうのが２年間延長

されることになったんですけども、これもあえていまざとライナー、バスじゃなくて線路

を通せって私は言いました。無理なのは分かってるんです。だけれども、少子高齢化、そ
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れはもう日本全国どこでもそうですよね、な中でやっぱり、何もこうまちづくりに取り残

されてる東住吉っておかしいと思いますし、で、線路を通すことによって力が上がるし、

やっぱり、活気も出てくると。そういうまちをやっぱりめざしたいと私は思いますし、こ

この便利さとか交通網のところではやっぱりそういうことが夢があっていいんじゃないか

なと思いますし、なかなか副区長もずっと駒川商店街から長居公園のほうに人を一生懸命

誘導しようとしてるんですけど、やっぱり遠いんですよ。だったらそこを通るようなね、

何ていうのかな、マイクロバスじゃないんですけど、そういうのとかをしていかないと、

やっぱりこの東住吉っていうのが活気出てこないというふうに思いますので、大阪市とし

ては一生懸命プッシュしてそうやってやっていきますが、皆さんのところから、いやもう

東住吉はそれでええねんじゃなくって、この閑静な住宅街を保ちながら、どうやって活性

できるかっていうのをまた皆さんと一緒に考えたいと思いますので今後ともよろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○丸川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、閉会に当たりまして藤原区長より一言いただければと思います。よろしくお

願いします。 

○藤原区長 

 本日も夜遅くまで御参加、御支援いただき誠にありがとうございました。 

 本日の東住吉区将来ビジョンにつきましてはこの間皆様からいただいた御意見により内

容をブラッシュアップすることができ、改めて感謝を申しあげます。来月以降、このビジ

ョンに沿って、区政運営を進めてまいりたいと存じます。 

 また令和８年度運営方針と予算につきましては、冒頭に申しあげましたとおり、今月

27 日の市会での議決を踏まえて、確定させ施策事業に取り組んでまいります。さらに先

ほど事務局から御説明させていただいたとおり、来年度は令和９年度初年度とする新たな

東住吉区地域福祉計画策定作業を行っていく予定でございます。その作成過程で皆様から

の御意見を賜ってまいりたいと考えております。何かと御多忙とは存じますが、引き続き

御協力賜りますようお願い申しあげます。 

 以上でございます。改めまして、本日はありがとうございました。 

○丸川議長 
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 それでは、第３回の本会を終了とさせていただきます。 

 アンケートを御記入の上、机の上に置いていただき、お帰りください。本日はありがと

うございました。 

―了― 

 

 


